
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
（宛先）足立区長

収 受 印

（
特
別
徴
収
義
務
者
）

給
与
支
払
者

〒

〒 〒

住所（居所）
又は所在地

法人番号

変更前（旧） 変更後（新）※変更項目のみ記入してください。 ※変更項目のみ記入してください。

氏名
又は名称

年

１. 事務所等移転【※Ⅰ】 ４. 法人格取得【※Ⅱ】
６. 個人事業主変更（事業引継）【※Ⅱ】 ７. 合併による変更【下欄を記入】 ８. 分割による変更【下欄を記入】

２. 送付先（登記上の住所とは別に、郵送物の送付先を設定・変更する場合）【※Ⅰ】 ３. 社名（名称）変更

５. 個人事業化【※Ⅱ】

月 日

所 在 地
（送 付 先）

フ リ ガ ナ

フ リ ガ ナ

代 表 者

法 人 番 号
電 話 番 号

変更年月日
◆ 法人および人格のない社団等の代表者変更のみの場合は、提出不要です。

＜変更理由の　７．合併による変更　または　８．分割による変更　を選択された場合は下欄もご記入ください。＞

1 旧特別徴収義務者の指定番号を継続使用する。

2 合併・分割先の指定番号を使用する。（※給与所得者異動届出書を併せてご提出ください。）

3 指定番号を新規に取得し一本化する｡（※給与所得者異動届出書を併せてご提出ください。）

指定番号

指定番号

合
併・分
割
後
の
指
定
番
号

廃
止
す
る
事
業
所

※Ⅰ

※Ⅱ

変 更 理 由
（該当番号に○）

名 称

年 月 日
提出

特 別 徴 収 義 務 者
指 　 定 　 番 　 号

※届出時点での所在地・名称を記入してください。

担当者
連絡先

部署

氏名

電話

法人格取得、個人事業化、個人事業主変更（事業引継）の場合は新たに指定番号を付番します。併せて従業員等の給与所得者異動届出書（転勤）をご提出ください。

送付先を一度登録した場合、その後本社住所等の移転の届出があっても送付先の変更はされません。送付先の変更や廃止が必要な場合は送付先の届出が必要になります。
（設定した送付先住所に送付した書類が返戻された場合、区の調査で登録変更させていただくことがございます。）

〒
所 在 地

区
処
理
欄

軽　　有 ・ 無

名 称

法人番号

特 別 徴 収 義 務 者
指 定 番 号

【提出先】〒120-8510　足立区中央本町1－17－1　 足立区役所区民部課税課

新規
4枚目ウラ

足立区 様
16-480647

OTF/CC2021
23.03.03　戸張
初校/新規作成
ロック解除

23.03.16　戸張
再校/文字修正
ロック解除

23.03.27　戸張
三校/ロゴサイズ修正

文字修正
ロック解除

枚目

刷色

データ管理No.

サイン又は捺印

DDCP出校時チェック欄

表・裏

色校 青焼

校了・責了
注番

－

6023020055


